
県職交渉（10 月交渉）概要 
 
１ 日 時 令和３年 10 月 15 日（金） 
２ 場 所 審理審問室 
３ 出席者 【当局】行政経営部長，人事課長外 

【組合】委員長，副委員長，書記長外 
４ 議 題 執行体制，人事委員会勧告，公用車管理システム 
 

項  目 組  合  主  張 当  局  回  答 

執行体制 

○欠員・病休の状況はどうか。 
 
○時間外勤務の状況はどうか。 
 
○コロナの感染状況は落ち着いている現状にお

いても，時間外勤務の多い職員へのサポート
の状況はどうか。 

○欠員 17 名。10/1 時点で休職 30 名，長期病
休 33 名だ。 

○8 月末までで月 14.0ｈとなっており，昨年よ
り増えている。 

○サポート職員の配置や，業務の民間委託，繰上
げ採用の職員の配置などの対応をしてきてい
る。 

人事委員会
勧告 

○先日行われた人事委員会勧告の受け止めはど
うか。 

○給与以外についての受け止めはどうか。 
 

○2 年連続で一時金を引き下げる勧告になった
ことは残念だ。 

○働き方改革，時間外の縮減，仕事と家庭の両立
支援，健康管理などの施策について必要な取組
を進めるよう求められたと受け止めている。 

公用車管理
システム 

○公用車管理システムの試行に当たっては，詳
細を職員にきちんと説明してくれ。 

○融通の利く，修正のしやすいシステムにして
くれ。 

○職員が円滑に利用することができ，便利になる
よう説明していく。 

 

 


